
• 金沢河川国道事務所

「大規模水害への対応について」

平成３０年６月２２日

都市・河川防災寄付講座第１回成果報告シンポジュウム
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鬼怒川左岸21.0k破堤状況 (H27.9.10撮影) 要配慮者利用施設での死者が発生(H28.9.1撮影)
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洪水による災害と対応の動向



水防災意識社会 再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し
、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する
対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク情
報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想
定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示した
ハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の促
進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等
の提供

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、堤
防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴
う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想
定される区域 2



○ 国及び都道府県知事は、多様な関係者が連携して大規模氾濫に対する減災対策をハード・
ソフト両面から総合的・一体的に推進するため、洪水予報河川・水位周知河川について、大
規模氾濫減災協議会を組織（国協議会は必置、都道府県協議会は任意設置）。

○ 大規模氾濫減災協議会では、「水害対応タイムライン」の作成・点検、ICTを活
用した災害情報の共有強化等について協議。協議結果には尊重義務。

協議会の構成員

水防管理者 河川管理者都道府県・市町村必須構成員 気象台

＜災害対応のスケジュール表“水害対応タイムライン”＞

民間事業者近隣市町村 国土地理院任意構成員 警察 消防 等自衛隊

▼協議会のイメージ
「水害対応タイムライン」等を協議会で作成・点検。

大規模氾濫減災協議会制度の創設【Ｈ２９水防法改正】
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平成２７年９月に発生した関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことを踏まえ、手取川・梯川において氾濫
が発生することを前提として地域全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、平成２８年８
月３１日に「第２回手取川・梯川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を開催し、北陸地方で初となる水防災意識社会再
構築ビジョンに基づく「手取川・梯川流域の減災に係る取組方針」を取りまとめました。

■日時 平成２８年８月３１日（水） １５：００～１６：３０

■会場 川北町文化センター ２階大ホ－ル

■出席者 ＜構成機関＞

小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町、

石川県土木部河川課・危機管理監室危機対策課、

金沢地方気象台、北陸地方整備局金沢河川国道事務所

＜オブザーバー＞

金沢市、加賀市、石川県関係各課・事務所 他

■議事 ○「手取川･梯川流域の減災に係る取組方針（案）」について

○その他（意見交換）

～手取川において今後５年間で達成すべき目標と
主な取り組み～

■目標
大規模水害に対し、氾濫流の流速が早く、拡散しやすい地形特性を踏まえ、

①情報提供等により、出水時には住民自らがリスクを察知して
『迅速・確実な避難』の態勢を構築する

②関係機関の連携のもと、ハード及びソフト対策への取り組みを進め、
『社会経済被害の最小化』を図る

■主な取り組み

・ハード対策として、
「洪水を河川内で安全に流す対策」として、河道掘削や侵食・洗掘対策、
浸透対策、樹林化対策等の河道管理、氾濫が発生した場合でも被害を
軽減する霞堤の維持・保全、洪水調節機能を有する手取川ダムや大日
川ダムの適切な施設管理、 など
・ソフト対策として、
避難勧告の発令や水防活動に着目したタイムラインの整備及び検証と
改善、氾濫特性を踏まえたリアルタイムの浸水情報提供、 など

～梯川において今後５年間で達成すべき目標と
主な取り組み～

■目標
大規模水害に対し、自然排水が困難な低平地が広がる地形特性を踏まえ、

①住民の間に市街地における水害リスクへの理解を広め、
『安全な場所への確実な避難』の態勢を構築する

②関係機関の連携のもと、ハード及びソフト対策への取り組みを進め、
『社会経済被害の最小化』を図る

■主な取り組み

・ハード対策として、
「洪水を河川内で安全に流す対策」として、分水路工や引堤、河道掘削、浸
透対策、洪水調節機能を有する赤瀬ダムの適切な施設管理、 など
・ソフト対策として、
行政と自主防災組織の協同の下、想定される最大規模の降雨による浸水
や家屋倒壊に対応する「立ち退き避難区域」等の検討や外水・内水の複合
氾濫の想定を反映しつつ、ハザードマップや防災マニュアルを改善、 など
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手取川・梯川に関する減災対策協議会での今後５年間の取組を決定【Ｈ29年8月】



平成２７年改正水防法に基づき、手取川および梯川の浸水想定区域図を平成29年４月１７日に公表

浸水想定区域にかかる市町に同日付で通知（今後は、市町で洪水ハザードマップの見直しが必要）

手取川 ： 金沢市、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町

梯 川 ： 小松市、能美市

8

野々市市役所

白山市役所

川北町役場

能美市役所

小松市役所

能美市役所

小松市役所
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浸水面積：128.7㎢ 浸水面積：41.5㎢

手取川浸水想定区域図（想定最大規模） 梯川浸水想定区域図（想定最大規模）

※上記の他、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・倒壊）、計画降雨規模浸水想定区域（浸水深さ）を公表 5

想定最大規模等の浸水想定区域図の公表【Ｈ29年4月】



金沢河川国道事務所 住民等小松市気象・水象情報

水防警報（待機・準備）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

洪水予報（氾濫危険情報）

水防警報（出動）

第2次配備体制

○ホットライン
※避難判断水位に達する恐れあり

避難勧告

避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○10分ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報） 避難指示

避難完了

要配慮者避難開始

○必要に応じ 助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認
※樋門操作水位 1.5m → 操作員出動

避難開始

○リエゾンの派遣

○巡視・水防活動状況報告

○水防警報（指示）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の
追加派遣

-72h
-48h
-24h

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○防災無線、携帯メール等による避難準
備情報の受信

○避難の準備
（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等
による大雨や河川の状況を確認

○防災無線、携帯メー
ル等による避難指示
・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化
○防災エキスパート要請
○災害対策機械派遣の準備（排水ポンプ車等）

○ダム事前放流の確認等

【注意体制】
・・・ 水防団待機水位（2.0m）を超え、氾濫注意水位に達する恐れが

ある場合

【警戒体制】
・・・ 氾濫注意水位（2.5m）以上の洪水が予想される場合

【非常体制】
・・・氾濫危険水位（4.2m）以上の水位が予想される場合

○水門、樋門、排水機場等の操作

○応援体制の確認・要請（防災エキスパート等）

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動

○被害状況・調査結果等の公表

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

避難解除

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

注意配備体制

○第1次水防要員招集、待機
○河川及び市内パトロール

警戒配備体制

第１次配備体制

○災害対策検討委員会設置
○全水防要員招集
○避難所開設のための事前連絡
開始

○水防団等への注意喚起
○樋管操作員への注意喚起
○排水ポンプ車据付位置及び要請方法の確認

○水防活動開始
○避難所施設管理者へ連絡
○防災行政無線放送の検討

○避難所開設準備発令
○防災無線、オフトーク放送
○河川の状況と避難準備の連絡

○水防本部設置

○災害対策本部設置

○リエゾン体制の確認
○協力機関の体制確認
○80mmルールの確認

氾濫注意水位到達
埴田水位観測所（水位 2.5m）

避難判断水位到達
埴田水位観測所（水位 3.6m）

氾濫危険水位到達
埴田水位観測所（水位 4.2m）

◇台風予報

◇石川県下の台風説明会
（台風接近1～2日前）

◇台風に関する石川県気象情報（随時）

◇大雨注意報・洪水注意報発表（随時）

◇大雨警報・洪水警報発表（随時）

水防団待機水位到達
埴田水位観測所（水位 2.0m）

＊気象状況に応じて注意報、警報、特別警報
の発表タイミングは前後します。府県単位での
大雨の広がりがない場合、大雨特別警報が発
表されない場合があります。

最終的な危険回避行動

0hr

← hr

← hr

← hr

← hr

← hr

降雨開始
※台風接近

氾濫発生

○ホットライン
※氾濫危険水位に達する恐れあり

○ホットライン
※堤防天端を超える恐れあり

○災害協定業者への出動待機

○河川巡視、CCTVによる監視強化
○災害協定業者への出動指示
○防災エキスパートの増員要請

○災害対策機械の派遣

○河川巡視、CCTVによる監視強化

○災害対策機械の派遣の追加要請

河川のリスク情報を市町村へ迅速に伝達し、避難勧告を促すためのタイムラインの作成について全国的に展開

タイムラインの作成【行動計画の作成】
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● 避難勧告等の状況（小松市，能美市）

埴 水位観測所（水位）

(m)

計画高水位

氾濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

8月8日7時10分
水防警報 出動

8月8日7時48分
小松市長へホットライン

8月8日7時57分
能美市長へホットライン

8月8日8時1分
能美市長から事務所長に連絡

8月8日7時40分
小松市 避難勧告発表

8月8日8時00分
氾濫警戒情報

8月8日10時15分
氾濫危険情報
8月8日10時30分
緊急速報メール

8月8日10時24分
能美市 避難準備・
高齢者等避難開始発表

8月8日11時00分
ピーク水位 (4.56m)

●避難勧告等の状況（時系列）

小松市

能美市

避難準備・
高齢者等避難

開始発令

避難勧告

凡例

避難状況【小松市中海中学校】

（8/8 09:30頃）

8月8日10時19分
能美市土木課へホットライン

8月8日10時20分
小松市長へホットライン

8月8日10時20分
能美市長から事務所長に連絡

ホットライン【平成29年8月出水の事例】

平成２９年８月８日出水では、氾濫危険水位を超過したため、小松市、能美市に対し、タイムラインに基づきホット
ラインを実施。その後、4,954世帯、13,745人に避難勧告等が発令されました。
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緊急速報メールによる洪水情報のプッシュ型配信【平成29年から運用】



9

住民等の行動につながるリスク情報の周知【住民向けパンフを平成29年に配布】
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